
【記入のしかた】

各設問を読んで、正しいものには回答欄に「〇」を、間違っているものには「×」を記入し

てください。確認欄には、「合理的配慮提供」セルフチェックシート（回答・解説）をご一読

の上、理解できた項目にチェック（レ点など）を入れてご活用ください。また、理解不十分

な項目については、△を入れるなどして、自己点検に役立ててください。

２０問あります。

「合理的配慮提供」セルフチェックシート

実施日 年 月 日

No. 問　題 回答欄 確認欄

1
事業主は、障害者から働く上で支障があると申出があれば、すべて対応しなければ

ならない。

2
合理的配慮は、障害者と事業主が働く環境について互いに話し合い、相互理解の中

で企業にとって過重な負担とならない範囲で対応をおこなうものである。

3
合理的配慮の対象者は、障害者雇用率にカウントされる障害者手帳を持っている者

であるため、障害者手帳の有無を必ず確認するようにしている。

4
採用面接の際に、障害者手帳は持っていないが、「高次脳機能障害」という診断書

の提示があったので、合理的配慮が必要な対象者として、仕事をする上での支障の
有無について改めて確認するなど対応した。

5
募集・採用時の合理的配慮は、障害者からの申出の有無に関係なく実施する必要
がある。

6
１週間前に採用した「発達障害」のある社員が、機械の騒音により長時間の勤務に

支障があると訴えてきた。同じ環境で他の社員も働いていることや、一人だけ配慮す
るわけにはいかないので、我慢するように伝えた。

7

採用面接を終えて、採用の通知を行ったところ、障害のあることの申出があった。当
初、採用面接ではわからなかったので配慮の必要性の有無について確認しなかった
が、配置場所のこともあったので職場で困ることなどがないか早めに相談する機会
を設けた。

8

採用面接の時に障害のあることは一切話がなかったのに、勤務初日に障害者であ

ることを告げられた。本人曰く、社員募集の仕事内容から支障はないと思っていた
が、電話応対が苦手なのにその対応をしなければならないことが分かったので申し
出たという。本人には申し訳ないと思うが、当初申出がなかったので、配慮できない
ことを伝えた。

9

当社では、従来から障害者であることの確認について、厚生労働省の「プライバシー
に配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を参考にして、全社員に通知文書で実
施している。毎年実施しているため、合理的配慮のことについても併せて情報提供
し、障害のある社員を始め社員が知らなかったというようなことがないよう気を配って
対応している。

10
採用後健康診断で大腸がんの診断を受けた社員から、手術後、障害者手帳を取得

したと申出があった。勤務に支障があるか、何か配慮すべきことがないか相談する
機会を設け、その意向を十分に尊重した上で、合理的配慮に係る措置を講じた。



11
職場における支障の有無の確認は、募集・採用時にしっかり行っているし、時間的余

裕もないので、あらためて実施することはしていない。

12
年1 回、全社員を対象に個別面談を行っているので、障害のある社員については働

く上での支障の有無も併せて確認するようにしている。

13

先日、障害のある社員から、合理的配慮の提供義務に関するリーフレット持参で、

自身の困りごとについて、申出があった。しかしながら、当社は、40 人程度の社員で
なんとか運営しているわけで、具体的な説明はできないので、過重な負担ということ
にして「負担が大きく難しい」と回答して断った。

14

当社は、２階建てのためエレベータが設置されていない職場環境。半年前、50 代の

社員が脳梗塞により、半身まひとなった。その後、復職して勤務しているものの、階
段の昇降に苦労している様子だったので、本人と話合いの場を設けて、体調のこと
や会社として対応できることがないか確認した。結果、エレベータの設置は無理だっ
たが、階段昇降機を設置することで改善できることがわかり本人に提案し、本人了解
の上で早速設置した。

15

合理的配慮に関して、職場において支障の有無を確認するための相談窓口を設置

するようになっているため、人事部の課長補佐が窓口担当となった。そこで相談窓口
の設置と対応者について周知する必要があるため、管理職が承知していれば良い
ことなので管理職に対してメールで周知した。

16
当社では、人事部に配属されている企業在籍型ジョブコーチを相談窓口の担当者に

任命し、個別面談の機会を設定して働く上での支障の有無について確認し対応して
いる。

17

障害者差別禁止や合理的配慮については、会社が当然行うべきものと認識してお

り、社員も同様に思っているものと信じている。もし、不利益取扱いに該当するような
問題が起こるとしたら、その時に適切に対処するので、特段、周知する必要はないと
考える。

18

合理的配慮の提供が施行されたことを契機に、当社の方針として、「差別はしない！

合理的配慮は社員みんなの力で実現する！」をスローガンに、障害のある社員が、
職場での支障のある旨を申し出た行為により、不利益が生じることがないことを社
内規程に盛り込み、全社員に知ってもらうように文書で通知した。

19
合理的配慮を実施するに当たっては、障害者と一緒に働く職場の社員の理解が大

切であると考えているため、外部の障害者支援機関の専門家を呼んで、障害のこと
について知る機会として社員研修を実施している。

20

当社では、毎年、社員を対象に外部に委託して健康診断を実施している。その結果

が送られてくるので、障害のあることがわかる場合がある。会社が全額持ち出しによ
る健康診断であるため、合理的配慮について確認が必要な対象者として対応したい
と思っている。


